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願いが
　叶いますように

新型コロナウイルス感染症に関する
支援情報を掲載しています。

● P2 ／支援案内
● P4 ／相談窓口
● P8 ／エール飯

本誌に記載の情報は、6月22日時点の内容です。
最新の情報は町ホームページ、または各問い合わせ先で確認してください。

（町ホームページは右の二次元コードから）



町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは30ページに掲載しています。

 ① 生活費や事業資金の支援が必要なとき

●特別定額給付金
　�　基準日 (令和２年４月27日 ) に精華町の住民基本台帳に登録されている方に対し、給付対象者１人につき10万円
を支給しています。
　※申請期限は８月17日（月）まで。申請書は世帯主宛てに郵送しています。
　ｑ総務課特別定額給付金係�ｔ95－1936

●子育て世帯への臨時特別給付金（子育て世帯向け）
　�　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの１つと
して、児童手当を受給する世帯に対し対象児童１人につき１万円を臨時特別給付金として支給し
ています。
　�　申請は原則不要ですが、町内在住の公務員の方は９月30日（水）までに、申請書を次のところに提出してください。
　ｑ子育て支援課子育て支援係 ｔ95－1917

●ひとり親世帯への臨時特別給付金（低所得のひとり親世帯向け）
　�　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を１人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が
心身に生じていることを踏まえ、児童扶養手当受給世帯などへ臨時特別給付金を支給します。児童扶養手当受給世帯
受給者へ１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円支給、また、収入が大きく減少した児童扶養手当受給世帯など
へ１世帯５万円を支給します。

　ｑ京都府健康福祉部家庭支援課ひとり親家庭支援係�ｔ075－414－4584

●緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費）
　�　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用な
どの貸付を実施します。

　ｑ精華町社会福祉協議会地域福祉課 ｔ94－4573　受付時間�午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日除く）

●住居確保給付金（家賃）
　�　新型コロナウイルス感染症の影響による休業などに伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居
を失う恐れが生じている方々に対して、一定期間家賃相当額（お住まいの市町村によって支給家賃の上限額は異なり
ます）を支給します。

　ｑ京都府山城南保健所福祉課 ｔ72－0208　受付時間�午前８時30分～午後７時（土日・祝日除く）

●持続化給付金（事業者向け）
　�　新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下
支えし、再起の糧

かて
としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

　ｑ持続化給付金事業コールセンター ｔ0120－115－570、IP 電話専用ｔ03－6831－0613
　　受付時間�７月　午前８時30分～午後７時（土・祝日除く）
　　　　　　�８月以降　午前８時30分～午後５時（土・祝日除く）

●小学校休業等対応助成金（事業者向け）
　�　令和２年２月27日～６月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの世話（要件あり）を
保護者として行うことが必要となった労働者に有給休暇を取得させた事業主に対して、有給休暇を取得した対象労働
者に支払った賃金相当額を支給します。

　ｑ学校等休業助成金・支援金等受付センター（厚生労働省の委託事業者）
　　ｔ0120－60－3999　受付時間�午前９時～午後９時（土日・祝日含む）

●京都府新型コロナウイルス感染症対応資金（事業資金）
　�　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高などが減少した中小企業者などに対して、制度融資を活用して保
証料補助や実質無利子化を行うことで、信用保証を伴う民間金融機関を活用した資金繰り支援を実施します。
　　まずは、京都府新型コロナウイルス感染症対応資金取扱金融機関に相談してください。
　ｑ産業振興課商工観光係 ｔ95－1903

●社会保険料などの猶予や減免
　�　生活に不安を感じている方々への緊急対応策の１つとして、社会保険料のほか、国税や水道料
金の支払い・納付猶予や減免などが認められる場合があります。
　　詳しくは右に記載のページをご覧ください。

●学生などへの雇用支援
　�　町内在住で、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況が悪化
した学生などを対象とした会計年度任用職員を募集します。
　　詳しくは右の二次元コードから。
　ｑ総務課人事係 ｔ95－1910

 ② 新型コロナウイルスへの感染などにより仕事を休むとき

●傷病手当金
　�　国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入の被用者（給与の支払いを受けている方）が、
新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療
養のために労務に服することができなかった期間に応じて傷病手当金を支給します。
　　詳しくは次のところへ。
　ｑ国保医療課 ｔ95－1929

生活を支えるための支援のご案内

「新型コロナウイルス感染症対策」
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町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは30ページに掲載しています。

●雇用調整助成金
　�　新型コロナウイルス感染症の影響により、経営環境が悪化し事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用
の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。
　ｑハローワーク京都田辺 ｔ65－8609　受付時間�午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日除く）
　ｑ京都労働局助成金センター�ｔ075－241－3269　受付時間�午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日除く）

 ③ 相談窓口などのご案内

●労働問題（解雇・雇い止めなど）についての相談
　ｑ京都府労働相談所 ｔ0120－786－604（京都府内限定）、ｔ075－661－3253
　　受付時間�午前９時～午後１時、午後２時～９時（日・祝日除く、土曜日のみ午後５時）
　　　　　　�※午後５時以降の来所相談は予約制です。

● DV についての相談
　ｑ「DV 相談 +（プラス）」 ｔ0120－279－889（24時間対応）
　　（右の二次元コードからメールやチャットでも相談できます）
　ｑ京都府家庭支援総合センター ｔ075－531－9910　受付時間�午前９時～午後８時
　ｑ�京都府南部家庭支援センター��ｔ43－9911
　　受付時間�午前９時～午後５時（月～金曜日〔祝日と年末年始除く〕）
　ｑ京都市男女共同参画センターウイングス京都（男性専用） ｔ075－277－1326
　　受付時間�午後７時～８時30分（第２・第４火曜日〔祝日と年末年始除く〕）
　ｑ精華町こころの相談室（京都大和の家）�ｔ98－3909（予約受付番号）
　　受付時間�午前10時～午後４時（月～金曜日〔祝日と年末年始除く〕）
　　　　　　�月４回（事前予約制）相談日は広報誌、または町ホームページで確認してください。
　ｑ精華町人権啓発課男女共同参画係�ｔ95－1919

●子育ての悩みについての相談
　�　生活への不安が子どもへの虐待につながらないように、つらいと思ったら、早めに相談してく
ださい。

　ｑ児童相談所相談専用ダイヤル ｔ0570－783－189　受付時間�午前８時30分～午後８時
　ｑ精華町子育て支援課�ｔ95－1917
　ｑ精華町子育て支援センター ｔ98－4001

●生活無料法律相談
　�　個人や事業者を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた、さまざまな困りごとに関する法的な対応
についての、弁護士による法律相談です。相談方法はオンラインなどにより実施します。
　▶開催日　７月～令和３年３月の毎水曜日、午後１時30分～４時（１人30分程度）
　　　　　　事前予約制、相談日の１週間前から
　ｑ精華町社会福祉協議会地域福祉課 ｔ94－4573　受付時間�午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日除く）

●事業者向け相談・申請支援
　�　新型コロナウイルス感染症の影響に対する各種補助金などの支援制度に関して、専門の相談員を配置し、オンライ
ンにより町内事業者からの相談・各種申請書作成の支援を行います（７月６日開始予定）。

　ｑ精華町商工会 ｔ94－5525

◆国民年金保険料臨時特例免除
　国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時特例の
国民年金保険料免除制度が５月１日から開始されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページで確認してください。
▶対象者　以下の要件を全て満たす方
　①�新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年２月
以降に収入が減少していること

　②�当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除、または
学生納付特例基準相当になることが見込まれること

▶期間
　・令和２年２月分～６月分まで　
　※７月分以降は改めて申請が必要となります。
　・�学生納付特例の場合は、令和元年度分として令和２
年２月分～３月分まで、令和２年度分として令和２年
４月分～令和３年３月分まで

▶必要書類
　①�国民年金保険料免除・納付猶予申請書（学生の方は学
生納付特例申請書）

　②�所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書〔臨時特例
用〕）

　※�各種申請書・所得の申立書は、日本年金機構のホーム
ページからダウンロードできます。

　※�学生納付特例を申請する方は、学生証（写）が必要です。
▶申請先
　総合窓口課年金係（２階）、または近くの年金事務所へ。
　※�新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵
送での提出を活用してください。

　※ �P12には国民年金保険料
免除・納付猶予に関する
記事も掲載しています。

ｑねんきん加入者ダイヤル
　ｔ0570－003－004
　※050で始まる電話でかける場合�ｔ03－6630－2525

◆ 国民健康保険税、後期高齢者医療　　　�

保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満
たす国民健康保険に加入の世帯、後期高齢者医療制度に加
入の世帯に、国民健康保険税（以降「保険税」）、後期高齢者
医療保険料（以降「保険料」）の減免を実施します。
▶減免対象世帯
　�保険税、保険料の減免額は、次の①、②のいずれかに該
当する世帯について、それぞれの基準により算出します。
　①�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者
が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯⇒全額

　②�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計
維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給
与収入（以降「事業収入等」）が減少し、左上の（ア）～
（ウ）の全てに該当する世帯⇒一部または全額

▶主たる生計維持者について
　（ア）�令和２年中の事業収入等のいずれかの減少額（保険

金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除
した額）が令和元年中の当該事業収入等の額の10分
の３以上であること

　（イ）�令和元年中の合計所得金額が1000万円以下である
こと

　（ウ）�減少した事業収入等に係る所得以外の令和元年中の
所得の合計額が400万円以下であること

▶減免額
　�保険税、保険料の減免額は、減免対象保険税、保険料の
金額（A× B/C）に減免割合（D）をかけた金額です。

減免対象の保険税、保険料の金額（A × B/C）
A：�世帯の被保険者全員について算定した保険税、保
険料の金額

B：�減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等
にかかる令和元年中の所得額

C：�主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令
和元年中の合計所得金額

主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額に応じ
た減免割合（D）
300万円以下の場合　：全部
400万円以下の場合　：10分の８
550万円以下の場合　：10分の６
750万円以下の場合　：10分の４
1000万円以下の場合��：10分の２

申請期間や申請方法などの問い合わせは次のところへ。
ｑ国保医療課国保係�ｔ95－1929

◆水道基本料金２カ月無料
　水道の基本料金を２カ月間無料とします。従量料金【注】
は無料になりませんので注意してください。申し込みは不
要です。
▶対象者
　町との給水契約がある全てのお客様
　※官公庁は除きます。
▶対象期間
　今年７月・８月検針分（２カ月間）
▶参考
　一般家庭の基本料金は次の通りです（税込み）。
　・メーター口径13㎜…786円（２カ月で1572円）
　・メーター口径20㎜…911円（２カ月で1822円）
　【注】一般家庭では11㎥から発生します。
ｑ経理営業課営業係�ｔ94－2049

DV 相談 +
プラス

左上
続く↖

社会保険料などの猶予や減免〈詳細ページ〉
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仕 事 仲 間 募 集 中
健康で働く意欲のある皆さんをお待ちしています健康で働く意欲のある皆さんをお待ちしています

高齢者活躍人材確保育成事業高齢者活躍人材確保育成事業

場所は
こちら
場所は
こちら

仕 事 仲 間 募 集 中

公益社団法人 〒619-0244 京都府相楽郡精華町北稲八間井手ノ元27番地1（川西小学校南） 
TEL:0774-98-0510  FAX:0774-98-0670　精華町シルバー人材センター

会場／当センター２階
時間／10：00～

令和２年度

入会説明会
日　程日　程

8月3日（月） 9月1日（火）

　広 告（掲載内容については各広告主に問い合わせてください）

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは30ページに掲載しています。

そのほか主なイベントなどの�
中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される
ため、例年開催されている以下のイベントなどを中止
します。ご理解をお願いします。
●令和２年度精華町敬老会
ｑ高齢福祉課高齢介護係�ｔ95－1932

●精華町防災訓練
ｑ危機管理室危機管理係�ｔ95－1928

●第２回せいか健康・スポーツ交流フェスティバル
●第13回せいかマラソン
ｑむくのきセンター�ｔ98－0200

●かしのき苑 夏季プール一般開放
ｑ社会福祉課地域福祉係（かしのき苑）�ｔ94－5200

●小学校 夏季プール一般開放
ｑ生涯学習課社会体育係�ｔ95－1907

●令和２年度 京都府統計グラフコンクール
ｑ企画調整課企画係�ｔ95－1900

せいか祭り・子ども祭り�
開催中止のお知らせ

　11月15日（日）に開催を予定していた「せいか祭り
2020」・「精華町子ども祭り」は、新型コロナウイルス
の感染拡大を防止するとともに、皆さんの安全を最優
先に考え、開催を中止します。
　新型コロナウイルスは一定収束に向かいつつあるも
のの、依然として今後の動向が不透明で第２波の襲来
懸念は払拭できず、引き続き「３密」を避ける行動が求
められています。
　せいか祭り・子ども祭りは、多くの来場者が集まる
ことから、会場内などの、密接・密集を回避すること
が難しく、実行委員会で協議し、今年度については中
止を決定しました。
　楽しみにしていた皆さんには申し訳ございません
が、ご理解をお願いします。
ｑ�【せいか祭りに関すること】せいか祭り実行委員会事
務局（企画調整課）ｔ95－1900

　�【子ども祭りに関すること】生涯学習課社会教育係�
ｔ95－1907�

◎住宅ローン控除適用要件の弾力化
　�住宅ローン控除適用要件の入居期限（令和２年12月31
日）に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和３年12
月31日までに入居すれば住宅ローン控除の対象となり
ます。その場合、個人町民税の適用期限も令和15年度
までが令和16年度までとなります。

ｑ税務課�ｔ95－1916

◆介護保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するな
ど、介護保険料の納付が困難となった第１号被保険者（65歳
以上の方）に対して、一定の条件を満たす場合は、申請によ
り介護保険料が減額、または免除される場合があります。
▶減免要件
　（次の1、2のいずれかに該当していること）
　１．�新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯

の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
負った場合

　２．�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、ま
たは給与収入（以降「事業収入等」）が減少し、次の
（ア）、（イ）に該当する場合

　（ア）�事業収入等の減少額（保険金、損害賠償などにより
補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事
業収入等の額の10分の３以上であること

　（イ）�減少した事業収入等に係る所得以外の前年の所得の
合計額が400万円以下であること

▶減免額
　上記１の要件を満たす場合は全額免除
　上記２の場合は【対象保険料額（表１）】×【減免割合（表
２）】＝保険料減免額
（表１）対象保険料額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ
Ａ：対象第１号被保険者の保険料額
Ｂ：�第１号被保険者の属する世帯の
主たる生計維持者の減少するこ
とが見込まれる事業収入等に係
る前年の所得額

Ｃ：�第１号被保険者の属する世帯の
主たる生計維持者の前年の合計
所得金額

前年の合計所得金額 （表２）減免割合
200万円以下であるとき 10分の10
200万円を超えるとき 10分の８
事業などの廃止や失業の場合は、
前年の合計所得金額に関係なく 10分の10

▶減免の対象となる保険料
　�申請の属する月～令和３年３月31日までの間に納付期
限が設定されているもの。

▶減免の申請方法
　�申請については、事業収入などが減少したことを確認す
るために、一定期間の帳簿や給与明細書などの提出が必
要となりますので、事前に高齢福祉課まで問い合わせて
ください。

ｑ高齢福祉課高齢介護係�ｔ95－1932

◆国税の猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時納
付することが困難な場合は、税務署に申請することより納
付の猶予が認められることがあります。まずは国税局猶予
相談センターに相談してください。
ｑ�国税局猶予相談センター（大阪国税局）�ｔ0120－527
－363　
　受付時間�午前８時30分～午後５時（土日・祝日除く）

◆町税の猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係
る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少し、町税を
一時納付することが困難な方（個人法人の別、規模は問い
ません）は、申請により納付の猶予が認められることがあ
ります。申請については町ホームページで確認するか、ま
たは税務課まで問い合わせてください。
　・�令和３年１月31日までに納期限の到来する町税につ
いて、各納期限から最長１年猶予されます。

　・申請期限は猶予を行う税目の各納期限まで。
ｑ税務課�ｔ95－1916

◆町税の特例制度
（１）固定資産税
◎�中小事業者などが所有
する償却資産および事
業用家屋に係る固定資
産税などの軽減
　�厳しい経営環境にある
中小事業者などに対し
て、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産および事
業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の軽減措置
があります。適用を受けるには、認定経営革新等支援機
関などの認定を受けて、令和３年１月31日までに申告
が必要です。
◎�生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡
充・延長
　�新規に設備投資を行う中小事業者などの支援のため、新
規投資する資産の固定資産税軽減措置対象を拡充し、適
用期限が令和２年度から令和４年度まで２年間延長とな
ります。

（２）軽自動車税
◎軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
　�環境性能割の税率１％分軽減措置について、適用期限が
令和３年３月31日まで６カ月延長となります。

（３）個人町民税
◎中止イベント等払戻請求権放棄の寄附金控除
　�文化庁・スポーツ庁が指定する中止イベントなどの入場
料金等払戻請求権の放棄相当額が、国税に準じて寄附金
控除の対象となる場合があります（令和３年度課税分）。

◆証明書交付手数料の免除
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人が、融
資や給付金などの支援制度を利用するときに必要とな
る各種証明書を無料交付します。
▶対象制度
　・�京都府などによる新型コロナウイルス感染症対
応の融資制度

　・�社会福祉協議会による緊急小口資金などの特例
貸付

　・�日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感
染症特別貸付

　・�新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施
する各種支援制度や民間の支援制度など

▶対象証明書
　�住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、各種税証明書（課税証明書、納税証明書）�な
ど

▶実施期間
　当面の間
▶請求方法
　窓口、または郵送で請求してください。
　※印鑑登録証明書は郵送請求できません。
　※�コンビニエンスストアなどでマイナンバーカード
を利用して住民票の写しなどを取得される場合
は、無料の取り扱いとなりません。

　�請求書に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や
給付金などの申請に使用する旨（下記内容）を明記し
てください。
　・目的・各種支援制度名（正式名称）・提出先
　※そのほかについては、通常の請求と同様です。
ｑ総合窓口課�ｔ95－1915

左上
続く↖
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町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは30ページに掲載しています。

新型コロナウイルス対策

＃
ハッシュタグ

め し

精華エール飯
精華町のお店を救おう！

買って
撮って しよう !投稿

オルタナティブカレー
ｔ090ｰ1130ｰ4157
東畑南山中2-1
◇当日の電話でカレーや
チーズケーキなどをテイ
クアウト可
◇米粉パン
なども販売
中

 

luck Room cafe
ｔ66ｰ7509
祝園西１-22-5
寺島ビル1F
◇前日までの予約でテイクアウト
可（数量限定）
◇2～３日前ま
での予約で数
量多くも可

Yell cafe(え～るかふぇ)
ｔ84ｰ9894
下狛上新庄31
◇事前の予約でお弁当や
ホットサンド、ケーキなど
のテイクア
ウト可

スーパーひょうたんや

 

ｔ94ｰ3131
祝園幸田4-3
◇2～3日前の予約でお寿司・
手作り弁当（1000円～）のテイ
クアウト可
◇5000円以上
のお買い上げ
で無料配達可

Cafe Rhine（ライン）
ｔ95ｰ5179
光台1-7（けいはんなプラ
ザ1階）
◇日替わり弁当などをテ
イクアウ
ト可

 

こだまパン
ｔ77ｰ8143
下狛上新庄50-2
◇パンやサンドイッチな
どの販売

ぬちぐすい鳥鳥
ｔ51ｰ0020
祝園二ノ坪9
◇事前の予約でテイクア
ウト可（汁物は不可）

ハルニレカフェ
ｔ070ｰ2276ｰ8620
下狛林前18-3
◇ドリンク（300円）と
アイスクリーム（250円）
のテイク
アウト可

精華町の皆さんにできること
①�町内のお店でテイクアウトかデリバリーを
する。
②購入した料理・商品を写真に撮る。
③�ハッシュタグに「#お店の名前」と「#精華
エール飯」をつけて SNSに投稿する。

　精華町内の「テイクアウト」や「デリバリー」ができるお店の情報を取りまとめ、発信することでお店
を応援するキャンペーンを実施しています。現在登録のあるお店を紹介します（6月22日現在）。�「＃精
華エール飯」を付けて写真をインスタグラムやフェイスブックなどの SNS に投稿して、精華町のお店
を応援しましょう！町ホームページに掲載を希望するお店も随時募集中です。

町ホームページで紹介しています。
こちらからご覧いただけます。

※�町ホームページに掲載を希望するお店の方は電話
で次のところへ。

ｑ産業振興課商工観光係ｔ95－1903

お店の皆さんにしてほしいこと
①�テイクアウトかデリバリーできる料理・商
品を用意する。
②用意した料理・商品の写真を撮る。
③�ハッシュタグに「#精華エール飯」をつけて
店の SNSに投稿する。
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高齢者の皆さんに、家庭での生活の援助
身体介護サービスを提供します。

ホームヘルプ
神の園

☎ ９３－０８４６
京都府指定訪問介護事業者

№2671400071

水曜・日曜・祝日休診
木曜午後休診
土曜午後休診

　広 告（掲載内容については各広告主に問い合わせてください）

町役場関係部署などのファクス番号・Eメールアドレスは30ページに掲載しています。
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功
労
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表
彰
式
が
６
月
17
日

㈬
町
長
室
で
行
わ
れ
、
６
人
の
方
と
３
団
体
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。

　

長
き
に
わ
た
る
福
祉
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野
で
の
ボ
ラ
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テ
ィ
ア
活

動
の
功
績
が
認
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ら
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受
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は
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通
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で
す
。

　
芦
田
明
美
さ
ん
、
庄
田
嘉
子
さ
ん
、
川
本
ま
す
代

さ
ん
、
山
本
千
惠
子
さ
ん
、
中
本
千
晶
さ
ん
、
古
瀬

百
合
子
さ
ん
、
古
布
裁
断
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
は
な
み

ず
き
」
の
皆
さ
ん
、「
光
台
五
丁
目
い
き
い
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サ
ロ

ン
」
の
皆
さ
ん
、「
谷
い
き
い
き
サ
ロ
ン
」
の
皆
さ
ん
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と
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ご
ざ
い
ま
す
。
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０
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精
華
町
危
険
物
安
全
協
会
の
会
員
と
し
て

日
ご
ろ
か
ら
危
険
物
に
関
す
る
知
識
の
向
上

お
よ
び
危
険
物
に
よ
る
災
害
の
な
い
町
を
目

指
し
活
動
さ
れ
て
き
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

こ
の
た
び
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
が
優
良

施
設
と
し
て
、
株
式
会
社
プ
ロ
テ
ッ
ク
ス
・

ジ
ャ
パ
ン
の
林
諒
介
さ
ん
が
優
良
従
業
員
と

し
て
、
一
般
社
団
法
人
京
都
府
危
険
物
安
全

協
会
連
合
会
長
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　６月１日（月）・５日（金）に町内在住の方か
ら次亜塩素酸水80リットルとマスク500枚、
11日（木）に株式会社デュウ様からマスク２万
枚、18日（木）に株式会社プロテックス・ジャ
パン様から消毒用ハンドジェル100本をご寄
贈いただきました。
　町立小中学校や保育所、救急活動などで
の新型コロナウイルス感染防止のために有
効に活用させていただきます。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が
続
く
な
か
、

町
内
の
ご
み
収
集
を
行
っ
て
い
る
ご
み
収
集
作
業

員
に
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
多
く
の
感
謝
の
手
紙

や
声
掛
け
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
後
も
い
た
だ
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
励
み
に
、

感
染
防
止
に
努
め
な
が
ら
ご
み
収
集
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、「
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
」「
ご

み
袋
の
口
を
き
っ
ち
り
縛
る
」「
ご
み
出
し
後
の

手
洗
い
」
な
ど
、
感
染
防
止

対
策
を
行
い
な
が
ら
「
正

し
い
分
別
」「
ゴ
ミ
の
減
量

化
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

収
集
作
業
員
へ
心
温
ま
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

調理

食品の
購入

下準備

食事
残った
食品

家庭での
保存

寄り道しないで、
まっすぐ帰る。

消費期限などの
表示をチェック。

肉・魚は、それぞれ分けて包む。

冷凍食品の解凍は冷蔵庫で。

タオルや布巾は
清潔なものを。

生肉・魚を切ったら、
洗って熱湯をかけ
ておく。

ゴミは小まめ
に捨てる。

井戸水を使っ
ていたら水質
に注意。

小まめに
手を洗う。

食事の前に
手を洗う。

長時間室温に
放置しない。

盛り付けは清潔な
器具、食器を使う。

肉・魚は、汁が
もれないように
包んで保存。

帰ったらすぐ冷蔵庫へ。
入れるのは ７ 割程度に。

冷蔵庫は10℃
以下に維持。

冷凍庫はマイナス
15℃以下に。

加熱は十分に（目安
は中心部分の温度が
75℃で１分間以上）。

台所は
清潔に。 均一に加熱さ

れるように。
調理を途中で止めたら
食品は冷蔵庫へ。

作業前に
手を洗う。

少しでも怪しいと思ったら捨てる。

作業前に
手を洗う。

温め直しは十分加熱する
（目安は75℃以上）。

早く冷えるように小分けする。

手洗い後、清潔
な器具、容器で
保存。

生肉・魚は生で食べ
るものから離す。 野菜もよく洗い、包丁などは消毒する。

　今月から９月までは、食中毒予防月間です。食中毒が心配な季節、３つの原則と６つのポイントを参考
に、食中毒を予防しましょう。

ｑ健康推進課 保健予防係ｔ�95－1905

７～９月は食中毒予防月間

①食中毒菌を「付けない」
材料や手、肉や魚を切った包丁も小ま
めに洗いましょう。

②食中毒菌を「増やさない」
調理したらすぐに食べ、保存する場合
は冷ましてから冷蔵庫へ入れましょう。

③食中毒菌を「やっつける」

肉は中心部まで十分加熱しましょう。

令
和
２
年
度
京
都
府
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
長
表
彰
受
賞

マ
ス
ク
の
ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

収集作業員からお礼のメッセージ

株式会社デュウ様（左）

株式会社プロテックス・ジャパン様

国立国会図書館関西
館
佐々木 良

りょう
太
た

さん

株式会社プロテック
ス・ジャパン
林 諒

りょう
介
すけ

さん
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催事・募集

暮らし・税

年金・保険

福祉・介護

健康・医療

環境・美化

教育・子育て

文化・学習

スポーツ

そのほか

防犯・防災
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